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参 加 者 の 有 無 を 確 認 す る 公 募 手 続 に 係 る 参 加 意 思

確 認 書 の 提 出 を 求 め る 公 示

令 和 ６ 年 ４ 月 30日

九 州 地 方 整 備 局 長

森 戸 義 貴

次 の と お り 、参 加 意 思 確 認 書 の 提 出 を 招 請 し ま す 。

１ 当 該 招 請 の 主 旨

本 件 は 、 九 州 高 規 格 道 路 管 理 セ ン タ ー の 統 合

道 路 情 報 設 備 （ 以 下 「 当 該 設 備 」 と い う 。） の

改 造 に 関 す る 公 示 で あ る 。

改 造 と は 、 統 合 道 路 情 報 設 備 の 改 造 （ 道 路 情

報 板 制 御 機 能 改 造 ） を 行 う も の で あ り 、 設 備 の

「 機 能 ・ 性 能 」 に 影 響 が 及 ぶ 改 造 で あ る 。

当 該 設 備 は 、 当 局 の 業 務 目 的 を 達 成 す る た め

に 必 要 な 「 機 能 ・ 性 能 」 を 定 め た 仕 様 書 等 に 基

づ き 、 当 該 設 備 の 機 器 （ ソ フ ト ウ ェ ア 等 も 含

む 。） 製 作 者 （ 以 下 「 製 作 者 」） が 独 自 に 管 理

保 有 し て い る 技 術 を 基 に 、 設 計 ・ 開 発 ・ 製 作 ・

納 入 し た も の で 、 機 能 改 造 に あ た り 、 既 設 設 備



- 2 -

の 設 計 思 想 、 技 術 的 ノ ウ ハ ウ の 熟 知 が 必 要 で あ

る 。

よ っ て 、 本 改 造 は 、 当 該 設 備 の 製 作 者 （ 以 下

「 特 定 法 人 」） を 契 約 の 相 手 方 と す る 契 約 手 続

き を 行 う 予 定 と し て い る が 、 特 定 法 人 以 外 の 者

で ４ の 応 募 要 件 を 満 た し 、 当 該 設 備 の 改 造 の 契

約 を 希 望 す る 者 の 有 無 を 確 認 す る 目 的 で 、 参 加

意 思 確 認 書 を 招 請 す る 公 募 を 実 施 す る も の で あ

る 。

な お 、 ４ の 応 募 要 件 を 満 た す と 認 め ら れ る 者

が い る 場 合 に あ っ て は 、 特 定 法 人 と 当 該 応 募 者

に 対 し て 、 企 画 競 争 に よ る 企 画 提 案 書 の 提 出 を

要 請 す る 予 定 で あ る 。

２ 業 務 概 要

(1)件 名 令 和 ６ 年 度 九 州 地 方 整 備 局 統 合 道 路

情 報 設 備 改 造

(2)対 象 設 備 統 合 道 路 情 報 設 備

(3)業 務 内 容 統 合 道 路 情 報 設 備 改 造 １ 式

(4)履 行 期 間 契 約 締 結 の 翌 日 か ら 令 和 ７ 年 ２ 月
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2 8日

(5 )概 算 金 額 概 ね 27百 万 円

３ 業 務 目 的

本 件 は 、 道 路 管 理 体 制 の 充 実 を 目 的 と し て 、

統 合 道 路 情 報 設 備 の 改 造 （ 道 路 情 報 板 制 御 機 能

改 造 ） を 行 う も のである。

４ 応 募 要 件

参 加 意 思 確 認 書 の 提 出 者 に 対 す る 要 件 は 、

以 下 の と お り と す る 。

(1)基 本 的 要 件

① 予 算 決 算 及 び 会 計 令 （ 昭 和 2 2年 勅 令 第 1 6 5

号 ） 第 7 0条 及 び 第 7 1条 の 規 定 に 該 当 し な い

者 で あ る こ と 。

②令和４・５・６年度の一般競争（指名競争）参加資

格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の競争参加

地域を九州・沖縄地域として申請している者である

こと。

③九州地方整備局長から指名停止を受けている期間
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中でな い こ と 。

④ 警 察 当 局 か ら 、 暴 力 団 員 が 実 質 的 に 経 営 を

支 配 す る 建 設 業 者 等 又 は こ れ に 準 ず る も の

と し て 、 国 土 交 通 省 発 注 工 事 等 か ら 排 除 要

請 が あ り 、 当 該 状 態 が 継 続 し て い る 者 で な

い こ と 。

⑤ 会 社 更 生 法 （ 平 成 1 4年 法 律 第 1 5 4号 ） に 基

づ き 更 生 手 続 開 始 の 申 し 立 て が な さ れ て い

な い 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 11年 法 律 第 225

号 ） に 基 づ き 再 生 手 続 開 始 の 申 し 立 て が な

さ れ て い な い 者 で あ る こ と 。

た だ し 、 手 続 開 始 の 申 し 立 て が な さ れ て い

る 者 に お い て は 、 以 下 の （ ａ ） 及 び （ ｂ ）

の 要 件 を 満 た す 場 合 、 参 加 資 格 を 有 す る も

の と す る 。

（ ａ ） 手 続 開 始 の 決 定 を う け て い る こ と 。

（ ｂ ） 手 続 き 開 始 の 決 定 後 、 以 下 の (ア )～

(ウ )を 競 争 参 加 資 格 申 請 場 所 の い ず れ

か １ 箇 所 に 提 出 し て い る こ と 。

(ア )更 生 手 続 開 始 決 定 書 又 は 再 生 手 続 開
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始 決 定 書 （ 鮮 明 で あ れ ば 写 し で も 可 ）

(イ )許 可 決 定 に 伴 い 定 款 、 役 員 等 に 変 更

が 合 っ た 場 合 に は 、 そ れ を 証 明 す る

書 類 （ 鮮 明 で あ れ ば 写 し で も 可 ）

(ウ )上 記 (イ )に 伴 う 競 争 参 加 資 格 審 査 申 請

書 変 更 届

⑥ 競 争 参 加 資 格 の 申 請 の 時 期 及 び 場 所 に つ い

て は 、「 競 争 参 加 者 の 資 格 に 関 す る 公 示 」(令

和 ５ 年 ３ 月 31日 付 官 報 )に 記 載 さ れ て い る 時

期 及 び 場 所 で 申 請 を 受 け 付 け る 。

(2)技 術 力 に 関 す る 要 件

①当該設備に係る検査・試験等に関する自らの体制を

有すること。

②当該設備の改造完了後の保守体制を有すること。

(3)実 績 に 関 す る 要 件

平 成 21年 度 以 降 に お い て 、 元 請 け と し て 完

成 ・ 引 渡 し が 完 了 し た 下 記 同 種 設 備 を 製 作 し 、

据 付 し た 工 事 等 又 は 改 造 し た 工 事 等 の 実 績 を

有 す る こ と 。

同 種 設 備 ：「 道 路 情 報 設 備 」
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な お 、「 道 路 情 報 設 備 」 と は 、 道 路 情 報 表

示 板 表 示 情 報 、 道 路 気 象 情 報 、 ト ン ネ ル 監 視

情 報 、 道 路 規 制 情 報 な ど の 道 路 情 報 を 収 集 、

処 理 し 、 本 省 や 関 係 機 関 へ の 配 信 、 Ｗ Ｅ Ｂ 画

面 作 成 な ど を 行 う 設 備 で あ る 。

但 し 、 道 路 情 報 表 示 装 置 、 Ｃ Ｃ Ｔ Ｖ 設 備 、

無 線 通 信 設 備 、 ト ン ネ ル 防 災 設 備 は 履 行 実 績

に 含 ま な い 。

５ 手 続 等

(1)担 当 部 局

① 契 約 関 係

〒 8 1 2 - 0 0 1 3 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 東 2 - 1 0 - 7

国 土 交 通 省 九 州 地 方 整 備 局 総 務 部 契 約 課

購 買 係 酒 井 由 紀 子

TEL0 9 2 - 4 7 1 - 6 3 3 1（ 代 ）（ 内 線 2539）

② 技 術 関 係

〒 8 1 2 - 0 0 1 3 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 東 2 - 1 0 - 7

国 土 交 通 省 九 州 地 方 整 備 局 企 画 部 情 報 通

信 技 術 課 電 気 ・ 基 準 係
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T E L 0 9 2 - 4 7 1 - 6 3 3 1（ 代 ）（ 内 線 3381）

(2)説 明 書 の 交 付 期 間 、 場 所 及 び 方 法

交 付 期 間 ： 令 和 ６ 年 ４ 月 30日 （ 火 ） か ら 令

和 ６ 年 ５ 月 17日（ 金 ）ま で の 土 曜 日 、日 曜 日 、

祝 日 を 除 く 毎 日 9時 3 0分 か ら 1 7時 0 0分 ま で 。

交 付 場 所 等 ： (1)② に 同 じ 。

交 付 方 法 ： 手 交 又 は 電 子 メ ー ル に よ る 。 電

子 メ ー ル に よ る 場 合 は (1 )② に 問 い 合 わ せ を

行 う こ と 。

( 3 )参 加 意 思 確 認 書 の 提 出 期 限 、 場 所 及 び 方 法

提 出 期 限 ： 令 和 ６ 年 ５ 月 20日 （ 月 ） 17時 00分

提 出 場 所 等 ： ( 1 )① に 同 じ 。 持 参 、 郵 送 （ 書

留 郵 便 等 記 録 が 残 る も の ） 又 は 電 子 メ ー ル に

よ る 。

６ そ の 他

(1)手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。

(2)関 連 情 報 を 入 手 す る た め の 照 会 窓 口



- 8 -

５ (1)① に 同 じ 。

( 3 )当 該 応 募 者 に 対 し て 企 画 競 争 実 施 の た め の

企 画 提 案 書 の 提 出 を 要 請 す る 際 の 提 出 予 定

期 限 ： 令 和 ６ 年 ７ 月 25日 （ 木 ） 17時 00分

(4)詳 細 は 説 明 書 に よ る 。

７ Summ a r y

( 1 ) O f f i c i a l i n c h a r g e o f d i s b u r s e m e n t o f t -

h e p r o c u r i n g e n t i t y : M O R I T O・ Yos h i t a k a ,

D i r e c t o r G e n e r a l o f K y u s h u R e g i o n a l D e v e -

l o p m e n t B u r e a u

( 2 ) S u b j e c t m a t t e r o f s e r v i c e : R e m o d e l i n g

o f i n t e g r a t e r o a d i n f o r m a t i o n e q u i p m e n t

１ set

( 3 ) T i m e - l i m i t t o e x p r e s s i n t e r e s t s : 5 : 0 0

P . M 2 0 M a y 2 0 2 4

( 4 ) C o n t a c t p o i n t f o r t h e n o t i c e : S a k a i Y -

u k i k o P u r c h a s e S e c t i o n , C o n t r a c t D i v i s i o n ,

G e n e r a l A f f a i r s D e p a r t m e n t , K y u s h u R e g i o -

n a l D e v e l o p m e n t B u r e a u , M i n i s t r y o f L a n d ,
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I n f r a s t r u c t u r e , T r a n s p o r t a n d T o u r i s m , 2 -

1 0 - 7 , H a k a t a e k i h i g a s h i , H a k a t a k u , F u k u o k -

a s h i , F u k u o k a - k e n , 8 1 2 - 0 0 1 3 , J a p a n

T E L 0 9 2－ 471－ 633 1 E X . 2 5 3 9


